
★中央図書館（☎231-2226）

▽５・19日＝乳幼児と保護者向け
おはなしの会（午前10時）　 ▽６・
13・20・27日＝おはなしの会（午
後２時）　 ▽13日＝英語による絵
本の読み聞かせ（午前10時30分）
★長府図書館（☎245-0328）

▽２日～25日＝「柳史俳画三昧会」
作品展（午前９時30分）　 ▽６・
13・20・27日＝おはなしのじかん
（午前11時／ 27日は乳幼児向け）　

▽17日＝宮の杜
もり

読書会「万葉集、方
丈記の朗読と研究」（長府公民館／午
前10時）※長府図書館は駐車場なし
★彦島図書館（☎266-5086）

▽２日～25日＝専立寺保育園によ

２月の図書館行事

図書館だより 【２月の定例休館日】
１・８・11・15・22・26・29日　※中央図書館は26日（金）のみ

る絵画展（午前９時30分）　 ▽27
日＝おはなしのじかん（午前10時
30分）
★菊川図書館（☎287-0102）

▽６・20日＝おはなしのじかん（午
後２時）
★豊田図書館（☎766-3432）

▽６日＝ものつくり塾「お雛
ひな

さま飾
り」（午前10時30分）　 ▽20日＝お
はなしのじかん（午前10時30分）
★豊浦図書館（☎775-4180）

▽２日＝雑誌リサイクル（午前９時
30分）　 ▽６日＝おはなしのじか
ん（午前11時）
★豊北図書室（☎782-1718）

▽13日＝おりがみ教室（午後２時）

★本のリサイクル市★
　図書館で保存期間の過ぎた雑誌
や図書を無料で提供します。
※事前申し込みは不要　
※各自袋を持参
★中央図書館
日２月11日（木）
午前９時～　※無
くなり次第終了。
１人20冊まで　
所５階エレベーターホール
★彦島図書館
日２月13日（土）
午前９時30分～
※無くなり次第終
了。１人10冊まで
所２階視聴覚室

「
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」に
よ
る

出
張
相
談
会

　

市
内
に
事
業
所
を
有
す

る
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
の
経
営
相
談（
販
路
開

拓
、
新
商
品
開
発
、
新
分
野
進
出
、
創

業
・
廃
業
、
Ｉ
Ｔ
化
な
ど
）に
各
分
野
の

専
門
家
が
対
応
し
、
早
期
解
決
に
向
け

た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

日
２
月
10
日（
水
）午
前
10
時
〜
午
後
４

時
　
所
市
役
所
上
田
中
町
庁
舎
２
階
会

議
室
　
定
４
事
業
者（
先
着
順
）
　
申
前

日
ま
で
に
、
電
話
で
産
業
振
興
課
へ
。

問
産
業
振
興
課（
☎
232－

７
２
１
４
）

展
示
見
本
市
等
出
展

支
援
事
業
補
助
金
制
度

　
対
象
の
展
示
見
本
市
等
に
出
展
の
際
、

必
要
と
な
る
経
費
を
中
小
企
業
者
に
は

５
万
円
、
組
合
な
ど
は
10
万
円
を
限
度

額
と
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
中
小
企
業
者
や
組
合
な
ど
が
、加
工
・

製
造
、
開
発
し
た
製
品
な
ど
を
周
知
す

る
た
め
に
、
県
外
・
国
外
で
開
催
さ
れ

る
展
示
見
本
市
等
に
出
展
す
る
場
合　

※
そ
の
他
条
件
あ
り
。
必
ず
事
前
に
産

業
振
興
課
に
相
談
を
　
内
必
要
と
な
る

経
費　
▽
国
内
…
義
務
的
経
費
の
み（
小

間
料
、
参
加
料
）　
▽
国
外
…
小
間
料
、

旅
費
、
小
間
装
飾
料
、
運
搬
費
な
ど
　

申
２
月
29
日（
月
／
必
着
）ま
で
に
、
所

定
の
申
請
書
と
必
要
資
料
を
、
産
業
振

興
課（
〒
750－

０
０
０
９
市
内
上
田
中
町

一
丁
目
16
番
３
号
）へ
。
※
申
請
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
か
、
産
業
振
興
課
で
配
布

問
産
業
振
興
課（
☎
232－

７
２
１
４
）

老
人
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

　

老
人
ク
ラ
ブ
は
、
高
齢

者
の
生
き
が
い
づ
く
り
と

健
康
づ
く
り
を
目
的
に
、

明
る
い
長
寿
社
会
づ
く
り

に
資
す
る
社
会
活
動
を
行

っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
152
ク
ラ
ブ
が
老

人
ク
ラ
ブ
連
合
会
に
加
入
し
、
各
地
域

で
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
研
修
会
、

交
流
会
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
参
加
に
つ
い
て
は
事
務
局
に
問
い
合

わ
せ
を

対
市
内
在
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方

問
下
関
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

（
☎
223－

３
０
８
０
）、
長
寿
支
援
課（
☎

231－

１
１
６
８
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
臨
時
休
業
＝
期
２
月
15
日
〜
17
日（
法

令
施
設
点
検
等
実
施
の
た
め
）

●「
若
草
御
膳
」（
ラ
ン
チ
）＝
期
２
月
12

日
〜
３
月
31
日　

▽
営
業
時
間
＝
午
前

11
時
30
分
〜
午
後
２
時（
オ
ー
ダ
ー
ス

ト
ッ
プ
は
午
後
１
時
30
分
）
　
内
陽
春
の

豊
か
な
旬
の
幸
を
あ
つ
め
た
季
節
の
御

膳
　
料
１
６
５
０
円（
税
込
み
）　

※
１

日
限
定
30
食　

問
満
珠
荘（
☎
222－

１
１
２
６
）

２
月
の
献
血

●
14
日（
日
）＝
午
前
10

時
〜
正
午
、
午
後
１
時

15
分
〜
４
時
／
ゆ
め
シ

テ
ィ　

※「
は
た
ち
の
献

血
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン（
記

念
品
、
啓
発
資
材
配
布
な
ど
）を
行
い

ま
す

●
23
日（
火
）＝
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

30
分
／
菊
川
保
健
セ
ン
タ
ー

※
全
日
程
400
㍉
㍑
献
血
限
定

問
保
健
総
務
課（
☎
231－

１
４
２
６
）

下
関
港
海
岸

（
壇
ノ
浦
〜
み
も
す
そ
川
地
区
）を

一
般
開
放
し
て
い
ま
す
！

　

下
関
港
海
岸
保
全
施
設
整
備
事

業（
高
潮
対
策
）

で
整
備
し
て

い
た
、
壇
ノ

浦
地
区
の
護

岸
整
備
が
完

成
し
ま
し
た
。

す
で
に
一
部

開
放
中
の
み
も
す
そ
川
地
区
と
合

わ
せ
て
壇
ノ
浦
バ
ス
停
約
200
㍍
東

か
ら
み
も
す
そ
川
公
園
ま
で
、
一

般
開
放
し
て
い
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
先
＝
国
土
交
通
省

九
州
地
方
整
備
局
下
関
港
湾
事
務

所（
☎
266

－

３
２
９
１
）※
詳
細
な

ど
は
、
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い

問
港
湾
局
経
営
課（
☎
231－

１
３
９
０
）
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　

座

募　

集

保　

健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　

談

お
知
ら
せ



個人番
号（マイナンバ

ー）の利用が始まりました!!手続きによって個人番号の記入・提示が必要になる時期は
違います。詳しくは各担当部署までお問い合わせください。

☆個人番号カードがあれば、これ一枚で
「個人番号の確認」と「本人確認」ができます

☆個人番号が必要な手続きでは、
「個人番号の確認」が新たに加わります

・個人番号カードを取得するには申請が必要です。
申請方法については、通知カード送付時に同封
されていたパンフレットで確認してください。
・既に申請された方へは、順次はがきでお知らせ
しますので、しばらくお待ちください。

▽通知カードを持っていな
い場合、個人番号付きの住
民票の写しを取得していた
だくこともあります。通知
カードは免許証などと一緒
に持参してください。

個人番号の確認

▽顔写真がないものは２種類
以上の本人確認できるものが
必要です。
例）国民健康保険被保険者証
と年金手帳

▽税に関する事務の場合はどち
らか１つでよい場合もあります。

本人確認
例）個人番号の記載が必要な申請書を市役所に提出する場合※個人番号カードイメージ

表面 裏面

☆個人番号を求められる手続きには、主に次のようなものがあります ※下記の手続き以外にも個人番号が必要になる
場合があります

●暮らし
手続き 問い合わせ先

住
民
票
・

戸
籍

▽転入・転居などの異動、戸籍届出の氏名などの変更
※記載事項の変更が必要となりますので、通知カ
ードか個人番号カードを持参してください

市民サービス課
記録係（☎231-1304）

●保険・医療
手続き 問い合わせ先

国
民
健
康
保
険

▽  国民健康保険加入・脱退

▽療養費、特別療養費、移送費、食事療養費差額、
高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請書

▽  限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額
認定証、特定疾病認定証の交付申請

▽  被保険者証・高齢受給者証の再交付申請、修学や
施設入所のための市外転出

▽  第三者による行為の被害届

▽  特別の事情に関する届

▽  非自発的失業者に対する保険料軽減申請、旧被扶養者
の保険料減免申請、生活困窮等による保険料減免申請

保険年金課
賦課係（☎231-1930）

給付係（☎231-1668）

徴収係（☎231-1689）

後
期
高
齢
者
医
療

▽  被保険者証の再交付申請

▽  限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療
養受療証の交付申請

▽療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、食事
療養・一部負担金差額等の支給申請

▽  障害認定の申請

▽  基準収入額の適用の申請

保険年金課
後期高齢者医療係

（☎231-1306）

●税金
手続き 問い合わせ先

ふ
る
さ
と

納
税 ▽寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出 企画課（☎231-1911）

市
民
税

▽  市・県民税申告書の提出（※平成28年分以降の所
得に係る申告書から適用）

▽  給与支払報告書の提出（※平成28年分以降の所得
に係る報告書から適用）

▽  公的年金等支払報告書の提出（※平成28年分以降
の所得に係る報告書から適用）

市民税課
市民税係（☎231-1916）
法人係　（☎231-1210）

固
定
　

資
産
税

▽償却資産申告書の提出

▽固定資産税減免申請書の提出

▽軽自動車税減免申請書の提出
資産税課償却資産係

（☎231-1918）

●子ども・子育て
手続き 問い合わせ先

子
ど
も
・
子
育
て

▽ 子どものための教育・保育給付支給認定申請（保
育園・こども園・幼稚園の申込 ※幼稚園は子ども・
子育て支援新制度移行園に限る

こども育成課認定給付係
（☎231-1929）

▽児童手当の新規認定請求

▽児童扶養手当の新規認定請求

▽未熟児養育医療の給付申請

▽母子父子寡婦福祉資金の貸付申請

こども家庭課こども
給付係（☎231-1928）

▽母子健康手帳の交付申請（妊娠届出）

▽小児慢性特定疾病医療費支給に関する申請
こども保健課母子
保健係（☎231-1447）

●介護・福祉
手続き 問い合わせ先

介
護
保
険

▽介護保険要介護認定・要支援認定の新規、更新、
区分変更の申請

介護保険課認定係
（☎231-3184）

▽介護保険異動届

介護保険課賦課徴収係
（☎231-1138）

▽介護保険住所地特例適用・変更・終了届

▽介護保険被保険者証等の交付申請

▽介護保険被保険者証等の再交付申請

▽介護保険料減免・徴収猶予の申請

▽介護保険負担割合証の再交付申請

介護保険課給付係
（☎231-1139）

▽介護保険負担割合情報提供の申請

▽居宅サービス計画作成依頼（変更）の届出

▽介護予防サービス計画作成依頼（変更）の届出

▽介護保険高額介護（予防）サービス費の支給申請

▽介護保険基準収入額適用申請

▽介護保険利用者負担額減額・免除等の申請

▽介護保険負担限度額認定申請

▽介護保険特定負担限度額認定申請

▽介護保険特例居宅介護サービス費等の支給申請

福
　
祉

▽戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求 福祉政策課地域係
（☎231-1418）

▽生活保護の申請 生活支援課（☎231-1172）

▽養護老人ホームへの入所申請 長寿支援課施設係
（☎231-1168）

▽身体障害者手帳の申請

障害者支援課
給付係（☎231-1917）
支援係（☎231-1920）

▽特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の
申請

▽障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関する
申請

▽障害者総合支援法に基づく自立支援給付（自立支
援医療を除く）に関する申請

▽障害児通所支援の給付申請（児童発達支援、放課
後等デイサービス）

こども育成課認定給付係
（☎231-1929）

▽児童福祉法に基づく助産施設に関する申請 こども保健課相談支援係
（☎231-1432）

▽精神障害者保健福祉手帳に関する申請 成人保健課保健係
（☎231-1419）

自
立
支
援
医
療

▽自立支援医療（育成医療）に関する申請 こども保健課母子保健係
（☎231-1447）

▽自立支援医療（更生医療）に関する申請 障害者支援課給付係
（☎231-1917）

▽自立支援医療（精神通院医療）に関する申請 成人保健課保健係
（☎231-1419）

●健康
手続き 問い合わせ先

健
康 ▽がん検診等受診料免除確認書の申請 成人保健課健診係

（☎231-1935）
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